
令和６年度 第１１回 茅ヶ崎市感染症診査協議会 会議録 

 

議題 (1) 会の運営について 

(2) 結核患者に関する診査について 

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（以下「感染症法」という。）感染症法第３７条の２の規定 

による結核医療の公費負担について（諮問） 

イ 感染症法第２０条第４項の規定による入院の延長につい

て（諮問） 

ウ 感染症法第１８条第１項の規定による就業制限、第１９条第

１項の規定による応急入院勧告、第２０条第１項の規定によ

る入院勧告について（報告） 

日時 令和６年１１月１４日（木） 

１３時３０分～１３時５５分 

場所 茅ヶ崎市保健所 ３階 第１会議室 

会議の公開・非公開 一部非公開 

非公開の理由 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別さ

れ得るものであるため（議題２） 

（茅ヶ崎市情報公開条例第５条第１項に該当） 

出席者氏名 会 長  冨田 章夫（医師） 

委 員  近藤 博英（医師） 

委 員  宮下 克己（人権擁護委員） 

委 員  後藤 愛（弁護士） 

事務局 

保健所 保健所長 

保健予防課 保健予防課長、渡邉課長補佐、須田課長補佐、乾主任、 

矢島主事、千葉主事 

欠席者氏名 委 員  西川 正憲（医師） 

傍聴者数 ０名 

資料 ・次第 

・諮問表等（非公開） 

 

 

 



会議の記録 

 

〇事務局  

委員の過半数の出席がございますので、茅ヶ崎市感染症診査協議会条例第６

条第２項に基づき、本協議会が成立することをご報告いたします。 

 

〇会長 

 令和６年度第１１回茅ヶ崎市感染症診査協議会を始めます。 

議題 1につきましては、公開となっております。事務局に確認しますが、傍聴

希望者はいますか。 

 

● 事務局 

いらっしゃいません。 

 

〇 会長 

議題 1「会の運営について」の説明を事務局からお願いします。 

 

● 事務局 

議題（1）「会の運営について」ご説明いたします。 

本診査会は、個人情報を取り扱うため会議を非公開としている関係上、議

事録に代えて議事要旨をホームページ等で公開しておりますが、事務の見直

しの一環として、附属機関の会議の審議の経過がより明確になるよう、議事

録（案）を作成致しました。 

議事録の作成方法については、附属機関で決めることとなっておりますの

で、ご提示した案のような作成方法でよいかどうか、本診査会でご審議いた

だきます。 

なお、非公開の議題については、今後とも議事録に代えて議事要旨を公開

することとなりますことを申し添えます。事務局からは以上です。 

 

〇 会長 

ただいまの事務局の説明に対して、何かご意見・ご質問はありますか。 

（意見・質問なし） 

 

〇 会長 

それでは、議題１についてお諮りします。 

承認で良いでしょうか。 



（異議なしと呼ぶ者あり） 

 

ありがとうございます。議題１については承認します。 

続きまして、結核についての議題の説明を、事務局からお願いします。 

なお、議題２については、個人情報を取り扱うため非公開とします。 

 

議題２ 結核患者に関する診査について （非公開） 

次のとおり診査が行われた。 

ア 感染症法第３７条の２の規定による結核医療の公費負担について 

第３７条の２（新規）：諮問２件、承認２件、（継続）：諮問１件、承認１件 

イ 感染症法第２０条第４項の規定による入院の延長について 

第２０条第４項（延長）：諮問２件、承認２件 

ウ 感染症法第１８条第１項の規定による就業制限、第１９条第１項の規定に

よる応急入院勧告、第２０条第１項の規定による入院勧告について 

第１８条第１項・第１９条第１項・第２０条第１項（新規）：報告２件 

 

〇会長 

委員の皆様、何かご質問等ございますか。なければ、第１１回感染症診査協議

会を終了いたします。 

 

次回の開催日が令和６年１１月２８日（木）であることを確認し、閉会した。 

 

以上  



令和６年度 第１１回 茅ヶ崎市感染症診査協議会 次第 

 

日時：令和６年１１月１４日（木） 

   １３時３０分～１４時３０分 

場所：茅ヶ崎市保健所 ３階第１会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

 

(1) 会の運営について 

 

(2) 結核患者に関する診査について 

 

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」とい

う。）第３７条の２の規定による結核医療の公費負担について（諮問） 

イ 感染症法第２０条第４項の規定による入院の延長について（諮問） 

ウ 感染症法第１８条第１項の規定による就業制限、第１９条第１項の規定による応

急入院勧告、第２０条第１項の規定による入院勧告について（報告） 

 

３ 閉会 

 

 

 

 

（事務局 保健所保健予防課 感染症対策担当） 

 


